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許可した次の開発行為に関する工事は完了した。
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宮 崎 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 七 月 二 十 二 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 四 十 九 号

宮 崎 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 事 務 委 任 規 則 （ 昭 和 四 十 年 宮 崎 県 規 則 第 十 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 第 二 十 号 中 「 （ 日 向 土 木 事 務 所 に あ つ て は 、

日 向 市 の 行 政 区 域 に 係 る も の で 建 築 基 準 法 第 六 条 第 一 項 第 四 号 に 規

定 す る 建 築 物 に 係 る も の を 除 く 。 ） 」 を 削 る 。

別 表 の 付 表 第 八 号 及 び 第 九 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

八 「 宮 崎 産 な ら 安 心 」 産 地 体 制 確 立 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （

平 成 二 十 年 四 月 一 日 定 め ） に 基 づ く 補 助 金

九 み や ざ き フ ロ ン テ ィ ア 農 地 再 生 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平

成 二 十 年 四 月 一 日 定 め ） に 基 づ く 補 助 金 の う ち 、 農 業 法 人

設 立 促 進 事 業 に 係 る 補 助 金

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 土 木 事 務 所 長

の 項 第 二 十 号 の 改 正 規 定 は 、 平 成 二 十 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 に お け る 自 然 環 境 の 保 護 と 創 出 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 及 び

宮 崎 県 野 生 動 植 物 の 保 護 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 七 月 二 十 二 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 五 十 号

宮 崎 県 に お け る 自 然 環 境 の 保 護 と 創 出 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

及 び 宮 崎 県 野 生 動 植 物 の 保 護 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則

（ 宮 崎 県 に お け る 自 然 環 境 の 保 護 と 創 出 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の

一 部 改 正 ）

第 一 条 宮 崎 県 に お け る 自 然 環 境 の 保 護 と 創 出 に 関 す る 条 例 施 行 規

則 （ 昭 和 四 十 八 年 宮 崎 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 二 十 二 条 第 一 号 ウ 繋 中 「 第 二 条 第 四 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項 」
規規 則則

に 改 め る 。

第 二 十 六 条 第 一 号 タ 中 「 第 二 条 第 四 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項 」 に

改 め る 。

（ 宮 崎 県 野 生 動 植 物 の 保 護 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 宮 崎 県 野 生 動 植 物 の 保 護 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 八

年 宮 崎 県 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 三 号 セ 中 「 第 二 条 第 四 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項 」 に 改 め

る 。
第 十 三 条 第 一 号 ナ 中 「 第 二 条 第 四 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項 」 に 改

め る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

公公 告告

開発許可を受けた者の住所

及び名称

開発区域又は工区に

含まれる地域の名称

都城市吉尾町 758番地１

都城木材株式会社

北諸県郡三股町大字宮村字岩

切1950番３、1950番３地先水

路の一部、1905番16の一部

教育長訓教育長訓令令

宮 崎 県 教 育 委 員 会 事 務 決 裁 等 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を こ こ に

公 表 す る 。

平 成 二 十 年 七 月 二 十 二 日

宮 崎 県 教 育 委 員 会 教 育 長 渡 辺 義 人

宮 崎 県 教 育 委 員 会 教 育 長 訓 令 第 四 号

本 庁

各 出 先 機 関

各 教 育 機 関
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宮 崎 県 教 育 委 員 会 事 務 決 裁 等 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

宮 崎 県 教 育 委 員 会 事 務 決 裁 等 規 程 （ 平 成 七 年 宮 崎 県 教 育 委 員 会 教

育 長 訓 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 三 出 先 機 関 の 長 及 び 教 育 機 関 の 長 共 通 専 決 事 項 の 項 か ら 教

育 機 関 の 長 共 通 専 決 事 項 の 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

出 先 機 関 の 長 及 び

教 育 機 関 の 長 共 通

専 決 事 項

教 育 事 務 所 長 共 通

専 決 事 項

ス ポ ー ツ 指 導 セ ン

タ ー 所 長 専 決 事 項

教 育 機 関 の 副 所 長

及 び 副 館 長 共 通 専

決 事 項

西 都 原 考 古 博 物 館

副 館 長 専 決 事 項

出 先 機 関 及 び 教 育

機 関 の 主 務 課 長 共

通 専 決 事 項

出 先 機 関 及 び 教 育

機 関 の 庶 務 業 務 を

主 管 す る 課 長 共 通

専 決 事 項

一 職 員 の 服 務 等

に 関 す る 事 務

二 そ の 他 の 事 務

一 県 費 負 担 教 職

員 等 に 関 す る 事

項
二 そ の 他 の 事 務

一 職 員 の 服 務 等

に 関 す る 事 務

二 研 修 に 関 す る

事 務

一 職 員 の 服 務 等

に 関 す る 事 務

一 職 員 の 服 務 等

に 関 す る 事 務

二 許 認 可 等 に 関

す る 事 務

三 文 書 等 に 関 す

る 事 務

一 許 認 可 等 に 関

す る 事 務

二 文 書 等 に 関 す

る 事 務

一 職 員 の 服 務 等

に 関 す る 事 務

１ 所 属 職 員 の 事 務 分 掌 に 関 す る こ と 。

２ 出 先 機 関 又 は 教 育 機 関 の 長 の 県 内 出 張 に 関 す る こ と 。

３ 所 属 職 員 の 出 張 に 関 す る こ と 。

４ 職 員 の 時 間 外 勤 務 命 令 及 び 休 日 勤 務 命 令 に 関 す る こ と 。

５ 所 属 職 員 の 在 勤 地 外 通 勤 の 承 認 に 関 す る こ と 。

６ 職 員 の 部 分 休 業 の 承 認 に 関 す る こ と 。

７ １ か ら ６ ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 職 員 の 休 暇 の 承 認 そ の 他 服 務 に 関 す

る こ と 。

８ 所 属 職 員 の 臨 時 的 任 用 に 関 す る こ と 。

９ 日 々 雇 用 の 単 純 労 務 職 員 の 雇 用 に 関 す る こ と 。

１ 宮 崎 県 情 報 公 開 条 例 に 基 づ く 公 文 書 の 開 示 の 請 求 に 対 す る 決 定 、 通 知 及

び 意 見 聴 取 に 関 す る こ と 。

２ 宮 崎 県 個 人 情 報 保 護 条 例 に 基 づ く 個 人 情 報 の 開 示 等 の 請 求 に 対 す る 決 定 、

通 知 及 び 意 見 聴 取 に 関 す る こ と 。

３ そ の 他 軽 易 な 事 項 の 処 理 に 関 す る こ と 。

１ 県 費 負 担 教 職 員 の 臨 時 的 任 用 に 関 す る こ と 。

２ 県 費 負 担 教 職 員 の 育 児 休 業 及 び 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 に 関 す る こ と 。

３ 市 町 村 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定

す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 （ 以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。

） を 除 く 。 ） の 任 用 に 関 す る こ と 。

１ 諸 細 則 等 の 制 定 及 び 改 廃 に 関 す る こ と 。

１ 職 員 の 扶 養 手 当 、 住 居 手 当 、 通 勤 手 当 、 単 身 赴 任 手 当 及 び 児 童 手 当 の 認

定 に 関 す る こ と 。

１ 体 育 及 び ス ポ ー ツ の 研 修 （ 海 外 派 遣 研 修 を 除 く 。 ） の 実 施 に 関 す る こ と 。

１ 職 員 （ 教 育 機 関 の 長 、 副 所 長 及 び 副 館 長 を 除 く 。 ） の 県 内 出 張 に 関 す る

こ と 。

２ 職 員 （ 教 育 機 関 の 長 、 副 所 長 及 び 副 館 長 を 除 く 。 ） の 時 間 外 勤 務 命 令 及

び 休 日 勤 務 命 令 に 関 す る こ と 。

１ 職 員 の 扶 養 手 当 、 住 居 手 当 、 通 勤 手 当 、 単 身 赴 任 手 当 及 び 児 童 手 当 の 認

定 に 関 す る こ と 。

２ 公 用 自 動 車 の 使 用 承 認 に 関 す る こ と 。

１ 許 可 証 、 免 許 証 、 登 録 証 、 合 格 証 、 鑑 札 等 の 再 交 付 、 書 換 え 及 び 返 納 処

理 に 関 す る こ と 。

１ 事 実 の 証 明 に 関 す る こ と （ 定 例 的 又 は 軽 易 な も の に 限 る 。 ） 。

２ 照 会 、 回 答 、 調 査 、 督 促 等 に 関 す る こ と （ 定 例 的 又 は 軽 易 な も の に 限 る 。

） 。

１ 許 可 証 、 免 許 証 、 登 録 証 、 合 格 証 、 鑑 札 等 の 再 交 付 、 書 換 え 及 び 返 納 処

理 に 関 す る こ と 。

１ 事 実 の 証 明 に 関 す る こ と （ 定 例 的 又 は 軽 易 な も の に 限 る 。 ） 。

２ 照 会 、 回 答 、 調 査 、 督 促 等 に 関 す る こ と （ 定 例 的 又 は 軽 易 な も の に 限 る 。

） 。

１ 職 員 （ 出 先 機 関 及 び 教 育 機 関 の 長 、 副 所 長 、 副 館 長 及 び 課 長 を 除 く 。 ）

の 宿 泊 を 伴 わ な い 管 内 出 張 に 関 す る こ と 。

２ 職 員 の 扶 養 手 当 、 住 居 手 当 、 通 勤 手 当 、 単 身 赴 任 手 当 及 び 児 童 手 当 の 認

定 に 関 す る こ と 。

３ 公 用 自 動 車 の 使 用 承 認 に 関 す る こ と 。
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